
下中だより「となん」第１号 令和８年 ４月６日（月）

春休み期間中の４／１、新年度を迎えました。本
校には６名のスタッフが着任いたしました（詳細は
赴任式で伝えますね）。
そして４／３（金）、みだしの「下地中学校区巡

検『綾道』」を行いました。
ねらいは、「地域に残る御嶽などの神聖な場所や

周辺の史跡を巡り、自然環境・歴史・信仰・暮らし
の関わりを現地で視察する活動を通して、地域の成
り立ちと文化的価値を多面的に理解する力を育てる」
です。コースは「綾道（下地コース）」を参考に、
①赤名宮・②池田矼・昼食（津嘉山荘『おいシーサ
ー』）・③ツヌジ御嶽でした。それでは、研修報告を
いたします。

※②に続きます。

【学校教育目標】
［知］自ら学ぶ意欲を持つ生徒
［徳］豊かな心を持つ生徒
［体］健康でねばり強い生徒

発行者：校長 﨑山 用彰
さきやま ようしょう

☆「ＱＲコード」はデンソーウェーブの

登録商標です（下地中学校ＨＰへ）

【学校経営目標】 【目指す生徒像】

４／３（金）１１：４５～１３：３０

11:45 ～ 下地中学校出発・赤名宮
巡検は学校車２台と教

頭先生の車の３台に乗車
し、午前１１時４５分に
学校を出発し、まずは海
岸沿いにある赤名宮へと
向かいました。この場所

はサンセットスポットとして有名で、生徒たちの

「お気に入りの場所」となっています。祭神は「う

えか神」と呼ばれ、公的な事業や官職の立身出世を

司る神様として信仰されています。

12:05 ～ 池田矼（いけだばし）

赤名宮から徒歩で移動し、崎田川の河口近くにあ

る石橋、池田矼を視察しました。池田矼は琉球王

国時代、平良から洲鎌・上地・与那覇へと通じる主

要道路の一つとして架けられた重要な遺構です。

下地地区が古くから交通の要所であったことを示

す、非常に貴重な史跡です。

12:20 ～ 「津嘉山荘『おいシーサー』」での食事

と交流

昼食は地域で親しまれている「津嘉山荘『おいし

ーサー』」を訪れました。ここでは、単なる食事以

上の温かい地域交流がありました。この日は下地小

学校の職員とも偶然合流する形となり、顔合わせや

記念撮影を行いました。
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※①の続き「下地中学校区巡検『綾道』」です。

今回の巡検を通じ、下地中学校区には豊かな自然
だけでなく、琉球王朝時代からの歴史や、現在も続
く厚い信仰、そして何より学校を温かく見守ってく
ださる地域の方々の存在があることを再確認できま
した。これらの体験を授業や学級経営、行事指導の
中に還元し、子どもたちが自らの郷土に誇りを持て
るような教育活動を推進していきましょう。

余談ですが、「宮古島市ｎｅｏ歴史文化ロード『綾
道（下地・来間コース）』」の目次は、このようにな
っています（次回は他の文化財や史跡の視察、来間
島での巡検も企画したいと思いました）。
以上で、研修報告といたします。

４／３（金）１１：４５～１３：３０

食事は「沖縄そば」のみ

の予定でしたが、周年祭の

サービスとして「じゅーし

ー」が振る舞われ、美味し

くいただきました。

そして店の大将で本校PT

A会長の健さんの挨拶だけで

なく、高校進学で明日千葉

県に旅立つ琉空さんの挨拶

もあり、アットホームなひ

とときを過ごすとともに、

地域の方々の献身的なサポ

ートを肌で感じる時間とな

りました（「肉味噌」をプレ

ゼントしていただいた看板

娘の千代ちゃん、本当にありがとうございました）。

13:10 ～ ツヌジ御嶽（赤崎御嶽の遙拝所）

今回の巡検の最終目的地、「ツヌジ御嶽」に行き

ました。

ここは「大世の主」をまつる赤崎御嶽の遙拝所

です。本来、赤崎御嶽へ直接入ることができるの

は司や神女の方々に限られており、一般の方々は

このツヌジ御嶽から遠くの神様を拝んできました。

毎年旧暦の6 月・8 月・10 月の甲午（きのえう

ま）の日には例祭

が、11月には御願

（うがん）が行わ

れており、今なお

地域の伝統行事が

色濃く残っていま

す。

皆さんもご存じ

の通り、ツヌジ御

嶽には学問の神様がまつられているそうで、合格

祈願に訪れる人々も少なくありません。子どもの

進路指導や地域行事の際、この歴史的背景を知って

おくことは大きな意味を持ちます。

13:30 学校着・巡検終了

予定通り13時30分に学校へ帰着し、全行程を終

了いたしました。
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４／１、新学期が始まり、春の陽気とともに自転
車を利用する機会も増えていることと思います。私
たちの通う下地中学校周辺の道路状況を思い浮かべ
てみてください。自転車専用レーンは整備されてお
らず、道幅の狭い場所や見通しの悪い交差点もあり、
安全な走行には細心の注意が必要です。
今月、日本の交通ルールに大きな変化がありまし

た。ニュースなどで耳にしている人も多いかと思い
ますが、自転車の交通違反に対して「青切符（交通
反則通告制度）」が導入されました。今回は、この
制度の内容と、私たちが守るべき命のルールについ
て一緒に考えてみましょう。

※②に続きます。

【学校教育目標】
［知］自ら学ぶ意欲を持つ生徒
［徳］豊かな心を持つ生徒
［体］健康でねばり強い生徒

発行者：校長 﨑山 用彰
さきやま ようしょう

☆「ＱＲコード」はデンソーウェーブの

登録商標です（下地中学校ＨＰへ）

【学校経営目標】 【目指す生徒像】

～ 被害者にも加害者にもならないために ～

１．なぜ「青切符」が導入されたのか？

これまで自転車の摘発は、刑事罰の対象となる

「赤切符」が中心でした。しかし、近年、自転車

による事故や危険な運転が社会問題となっていま

す。沖縄県内のデータを見ると、自転車の保有台

数（2021 年)自体は全国で２番目に少ないものの、
2024 年には県内で 213 件の自転車関連事故が発生
（毎年 200件台で推移）しており、2025年までの 5
年間で 5名もの尊い命が失われています。

今回の制度導入は、「指導

や警告、責任追及の実効性を

高め、危険運転を抑止するこ

と」を目的としています。自

転車は法律上「軽車両」であ

り、車と同じ扱いとなります。

「自分は大丈夫だ」という甘い考えを捨て、一人

ひとりが交通ルールを再確認する機会にしなけれ

ばなりません。

２．知っておくべき制度のポイント

「青切符」制度の対象は 16
歳以上となっています。中学生

の皆さんは直接の対象にはなり

ませんが、高校進学後にはすぐ

に関わってくるルールです。ま

た、16 歳未満であっても交通
ルールを破れば厳しく指導・警告を受けることに

変わりはありません。

●対象となる違反（113種類）
・一時不停止（「止まれ」の標識を無視する）

・傘差し運転

・イヤホンを装着しての運転

・スマホを見ながらの「ながら運転」（※これ

は特に危険で、警告なしで摘発される場合が

あります）

●反則金：違反の内容に応じ 3,000 円～ 12,000 円
の反則金が定められています。

３．私たちが守るべき「基本の３ルール」

沖縄の道路環境は、車道が狭く、自転車にとって

必ずしも安全とは言えません。だからこそ、以下の

基本を徹底しましょう。

① 自転車は「車道の左側」が原則

自転車は「軽車両」です。歩道と車道の区別が

ある場所では、原則として車道の左端を通行しな

ければなりません。歩

道を通行できるのは、

標識がある場合や、安

全を確保するためにや

むを得ない場合に限ら

れます。
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ツーロックへの対応、そして交通ルールの
遵守などについて、ぜひご家庭でも話し合
ってみてください。
下地中学校だけでなく、地域から一人も

交通事故の犠牲者を出さぬよう、皆で「交
通安全」への意識を高めていきましょう。

※①の続き「自転車の『青切符制度』がスタート」 よろしくお願いします。

【参考資料】沖縄タイムス 2026年 4月 4日付
「社説『自転車に青切符制度』」

今回の「青切符」制度の導入は、単に「罰金を払
わせるため」のものではありません。「悲惨な事故
をなくすこと」が真の目的です。
学校、家庭、そして地域が連

携して、皆さんの安全を守って
いきたいと考えています。
保護者の皆様におかれまして

も、お子様の自転車の整備状況 ☆詳しくは、Webサイト「自転車交通安全

（ブレーキは効くか、ライトは （警察庁）」でご確認ください。

点くか）や、ヘルメットの着用、 「QRコード」はデンソーウェーブの登録商標です。

～ 被害者にも加害者にもならないために ～

② 「一時停止」で命を守る

自転車事故の多くは、安全

不確認や一時不停止が原因で

す。交差点では必ず止まって、

右左を確認する。この「たっ

た数秒」の習慣が、あなたの

命を救います。

③ 危険な「ながら運転」の禁止

スマホを見たり、音楽を聞き

ながら運転したりすることは、

周囲の状況への反応を極端に遅

らせます。悪質な違反は「赤切

符」の対象となり、非常に重い

責任を問われます。

４．加害者になる可能性を忘れないで

自転車事故において、

皆さんは「被害者」にな

るだけでなく、歩行者に

怪我をさせる「加害者」

になる可能性もあります。

全国的には、自転車側が

加害者となり、高額な賠償を請求されるケースも

増えています。


